
Bull.MeioUniv.Res.Inst.(17):5ト58(2009) 名桜大学総合研究(17):51-58(2009)

原著論文

台湾におけるIFRSへの対応

仲尾次洋子

AStudyonthecorrespondencetoInternationalFinancialReporting
StandardsinTaiwan

YokoNAKAOJI

要 旨

企業の経済活動の急速かつ広範なグローバル化のもとで,各国において国際財務報告基準 (IFRS)

の導入が進められている｡本稿では,IFRS導入の事例として,台湾におけるIFRSへの対応について整

理 ･検討した｡

台湾においては,1990年代後半からIFRSとのコンバージェンスを目指 して会計基準の改訂や新たな

公表が盛んに行われてきた｡さらに,2009年5月には,アドブションに向けたロードマップ案,すな

わち,2013年から上場企業および店東公開企業等に対して,IFRSに準拠 した財務諸表の作成を義務化

する案が提案されていた｡

つづいて,杜 [2006]の見解に基づき,IFRSのアドブションに影響を与える要因を考察した｡その

結果,IFRSのアドブションのためには,法律および政治環境が整備されるとともに,会計専門教育の

一層の強化が急務とされる｡

キーワード:台湾,国際財務報告基準,コンバージェンス,アドブション

Abstraet

Underrapidandextensiveglobalizationorcorporateeconomicactivlty,introductionof

internationalFinancialReportingStandards(IFRS)ineachcountryisbeingpromoted,Asan

example,theintroductionOHFRSinTaiwan,isexplainedandexaminedinthispaper.

Sincethelate1990S,publicationofrevisedaswellasnewaccountingstandards,havebeen

activelydonetocorrespondtoIFRSanditsconvergence.

Moreover,inMay2009,lookingforwarditsadoptlOn,aroadmapproposalwasdraftedthat

enforceslisted companiesand OTC companiestocomply with IFRS in theirfinancial

statementsstartlngyear2013.

Inaddition,basedonDu2006view,factorsaffectingtheadoptionOHFRSarediscussed.

Asaresult,thepaperconcludesthatthedevelopmentoflegalandpoliticalenvironmentand

furtherstrengtheningofprofessionalaccountingeducationisurgentlyneededforadoptionof

IFRS.
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による８名の顧問である。委員および顧問は全員非常勤，

無給であり，顧問には投票権がないこと以外，委員と顧

問は同様に扱われる（杜［2006］plO3)。

１．はじめに

企業の経済活動の急速かつ広範なグローバル化のもと

で，各国において国際財務報告基準（International

FinancialReportingStandards,：以下，ＩFRS)''１の

導入が進められている。このような動向の特徴として，

自国の会計基準をIＦＲＳに収敞させるコンバージェン

ス'２１ではなく，上場企業等に対してIＦＲＳをそのまま強

制適用させるアドプション'2'が多く見られるようになり

つつある。日本でも，2009年６月に，ＩFRSのアドプショ

ンに向けたロードマップ案を盛り込んだ「我が国におけ

る国際会計基準の取扱いについて（中間報告)」が企業

会計審議会企画調整部会から公表されている。

本稿では，ＩFRS導入の事例として，台湾(3)におけるＩ

FRSへの対応について整理・検討する。台湾は，第二

次大戦後，政府の強力な主導のもとに，アジアのＮＩＥＳ

としてめざましい経済発展を遂げてきた。台湾経済発展

の原動力となったのは〆積極的な外資導入政策である。

資本市場の国際化に伴い，台湾では会計制度を国際的な

レベルに引き上げるための努力がなされてきた。まず，

会計基準設定機関が，設立時から現在にいたるまでIＦＲ

Ｓにどのように対応してきたかについて概観する。つづ

いて，ＩFRS導入において台湾が直面している課題を明

らかにしたい。

２２会計基準設定プロセス

ＦＡＳＣによる会計基準設定プロセスは，ＩＡＳＢやＦＡＳ

Ｂと同様に，次のようなデュー・プロセス（dueproc-

ess）を採用している（chang,ＹＨ［1992］ｐ64)。

①問題を識別する。

②公開草案を作成する。

③利害関係者からの意見を要請し，必要な場合には公聴

会を開催する。

④公開草案を改定する。

⑤基準を公表する。

このようなプロセスは，具体的には，次のように説明

されている。すなわち，「基本的に，ＦASCの委員長と

専門家チームの責任者が，新たな会計基準を設定する必

要があると決定した後，まず，専門家チームがアメリカ

の財務会計基準委員会（FASB）や国際会計基準委員会

(IASB）に同様な基準があるかどうかを調査し，同様

な基準があるかどうかを調査し，同様な基準があった場

合には，それをモデルとして草案を作成する。そして作

成できた草案をＦＡＳＣに提出し，ＦＡＳＣにて検証を行う。

その後，ＦASCの名義で公開草案として公認会計士協会

の会員に公開して，コメントをもとめる。さらには，公

聴会を開き，聴取したコメントや公聴会で得られた意見

をもとに，草案修正を行い，その後正式な基準として公

表する」（林慶雲［2006］ｐ65)。

2．台湾における|FRSへの対応

2.1会計基準設定機関

台湾における会計基準設定機関は，1984年に財政部に

よって設立された財団法人中華民国会計研究発展基金会

(財團法人中華民國會計研究發展基金會，Accounting

ResearchandDevelopmentFoundation；以下，

ＡＲＤＦ）である。財政部がＡＲＤＦを設立した目的は，

台湾における会計研究を発展させ，会計および監査実務

の品質を強化し，同時に会計教育・訓練を積極的に推進

することであり，ＡＲＤＦは証券管理委員会（證券蟹期

貨管理委員會)(4)によって，「一般に公正妥当と認められ

る企業会計の`慣行」（GenerallyAcceptedAccounting

Principles；以下，ＧＡＡＰ）を開発する権限を付与さ

れている。ＡＲＤＦは，財務会計基準委員会，監査基準

委員会，会計制度委員会および教育訓練委員会から構成

される。これらの委員会のうち，会計基準を設定する役

割を担うのが財務会計基準委員会（Financial

AccountingStandardsCommittee；以下，ＦＡＳＣ）

である。2009年11月現在，ＦＡＳＣのメンバーは，学識経

験者（４名)，会計士（５名）および政府機関代表者

(２名）による11名の委員と学識経験者（３名)，会計士

(３名)，産業界（１名）および政府機関代表者（１名）

３．１FRS導入のアプローチ

＜ＵＳＧＡＡＰからIＦＲＳとのコンバージェンスヘ＞

ＦＡＳＣによる会計基準設定のアプローチは，委員会の

メンバーの大多数がアメリカで会計教育の薫陶を受けた

こともあって，初期においては，主にアメリカの会計基

準，すなわちＵＳＧＡＡＰが参考にされた（杜［2006］p

lO4)。

1990年代後半には，証券監督者国際機構（Inter-

nationalOrganizationofSecuritiesCommission：Ｉ

OSC）によるIFRSの承認やIFRSに対するＥＵやアメリ

カの対応を鑑み，ＦＡＳＣはIＦＲＳを重視するようになっ

た（杜［2006］plO4)。

ＦＡＳＣは1996年にIFRSとの調和化促進を表明し，未

だ制定されていない会計基準についてはIFRSに準拠し，

すでに制定された会計基準のうちIＦＲＳとの乖離が大き

いものについては，会計事務所や実務界の要請があれば

当該乖離の調整について検討するとしている（飯沼［19

96］ｐ45)。

－５２－



さらに，1999年，ＡＲＤＦがIＦＲＳとのコンバージェン

スに邇進することを決定したことを受けて，ＦＡＳＣは，

IＦＲＳと台湾会計基準との相違をレビューし比較する３

年間にわたる比較プロジェクトを開始した。その結果，

いくつかのスタディグループが組織され，公開ヒアリン

グが開催された。比較プロジェクトおよび公開ヒアリン

グの結果は既存の会計基準の改定，ＩFRSに合致する新

たな会計基準を公表する際の基礎となった（杜［2006］

pplO4-105)。

このようなFASCのコンバージェンスに向けたアプロー

チの下，2008年12月までに40の会計基準と700におよぶ

解釈指針が公表されている。資料ｌおよび資料２（11-

12頁）において，2000年から2008年に改訂または新たに

公布された会計基準の一覧および台湾基準と国際会計基

準との比較表を示す。とりわけ，資料ｌは，2000年から

2008までに既存の会計基準の改定や新たな基準の公表が

盛んに行われていることを示している。

ルや適用範囲（公開企業または非公開企業，連結または

個別財務諸表等）について検討された。タスクフォース

は４つに分かれ，各々以下の内容を扱っている。

１．１FRSの翻訳

２．１FRS実施に関する問題

３．レギュレーションおよびガバナンスに関する問題

４．１FRSの促進および訓練

このようなタスクフォースの検討を受けて，2009年５

月14日，ＦＳＣはIFRSのアドプションのロードマップ案

を公表した。ロードマップ案によると，2013年から公開

企業等に対して段階的に，ＩFRSに準拠した財務諸表の

作成を義務化するアプローチが提案されている。具体的

な適用範囲と適用時期は以下のとおりである。

１．第１段階

適用範囲：上場企業およびFSCが監督する金融業（信用

共同組合，信用カード会社および保険業を除

く）

適用時期：①2013年

②海外で有価証券を発行済みまたはFSCに発

行を認可された会社，発行時価総額がlOO

億新台湾ドルを超える会社は，FSCの許可

を得て，2012年からIFRSに準拠した連結

財務諸表を作成することができる。なお，

子会社が存在せず連結財務諸表作成の必要

がない会社は，補足的にIＦＲＳに準拠した

個別財務諸表を作成することができる。こ

の場合，他の企業との情報の公表および監

＜コンバージェンスからアドプションヘ＞

2008年10月２８日，金融管理監督委員会（Finance

SupervisoryCommission：以下，FSC）は台湾におけ

るIFRSのアドプションを検討するタスクフォースを立

ち上げた。このタスクフォースは，台湾証券取引所

(TaiwanStockExchange：以下，TSE)，GreTai

SecuritiesMarket：以下，GTSＭ)(5)，ＡＲＤＦ，各商

工団体，公認会計士協会および政府機関の代表者から構

成される。このタスクフォースによって，タイムテーブ

表１アドプションに向けた作業計画

出所：http://www・twsecomtw/ch/listed/download/IFRSnews980514doc

－５３－

年 作業計画

2００８ ●タスクフォースの設置

２００９～２０１１ ●ＩFRS翻訳権の取得

●ＩFRS翻訳の完成・レビュー後、台湾版IFRSの公表

●ＩFRS採用によって発生する可能性のある問題および解決策の分析

●関連する法令およびモニタリング・システム(監理機制)修正の検討

●教育および訓練の強化

2０１２ ●第１段階の早期適用企業に対してIFRSに準拠した連結財務諸表の作成の認可

●ＩFRS採用によって発生する可能性のある問題およびその解決策の分析

●関連する法令およびモニタリング・システムの完成

●教育および訓練の強化

2０１３ ●第１段階の企業および第２段階の早期適用企業に対してIFRSに準拠した財務諸表を要求

●ＩFRS採用の状況とその影響の追跡調査

2０１４ ●ＩFRS採用の状況とその影響の追跡調査

２０１５ ●第２段階の企業にIFRSに準拠した財務諸表を要求



督の一貫性を維持するために，早期適用企

業は国内の会計基準に従った個別財務諸表

および連結財務諸表も作成しなければなら

ない。

２．第２段階

適用範囲：店頭公開企業および信用共同組合，信用カー

ド会社

適用時期：①2015年

②2013年より早期適用可

３．１FRSアドプシヨンの課題

本章においては，IFRSアドプションにおいて台湾が

直面する課題について，杜による「台湾と国際会計基準

とのコンバージェンスの現状」（台湾與國際會計準則接

軌之經験,ConvergencewithlnternationalFinancial

ReportingStandards：TheExperienceofTaiwan：

杜(6)［2006］）を紹介することを通じて考察する。この

論考には，企業の会計責任者（53名)，監査人（68名)，

会計学者（41名）および政府関係者（19名）の有効回答

者計81名のアンケート調査の分析（杜榮瑞他2004）が

要約されている。杜［2006］よると，ＩFRSを全面的に

採用する場合に影響を与える要因として，法律および政

治環境，企業特性，財務諸表利用者の特性，ＩFRSの特

`性および会計プロフェッションが挙げられている。

在する場合，税法の規定には会計処理の混乱を導く規定

があることも否定できない。したがって，ＦＲＳを採用

することによって企業の経営コストが増すため，採用に

消極的にならざるを得ない。

このようなことから，ＩＦＲＳを採用するには，会計に

関連する法律を改正しなければならず，また改正する場

合，会計処理を直接規定することや会計処理を制限する

ことを緩和するべきであるとしている。

3.2企業特性

企業の規模や企業活動のグローバル化の度合いといっ

た企業特性は会計基準設定に影響を及ぼす要因の一つで

ある。企業規模がそれほど大きくない場合には，ＩFRS

が国際的に優勢となったことを重要視しない。また，Ｉ

FRSが要求する透明`性を高めるために会計処理コスト

を増大させることもIFRSの採用を妨げている。

台湾においては中小企業が全企業の多数を占めている。

『2008年中小企業白書』によると，図表２に示すように，

台湾における中小企業数は年々増加する傾向にあり，２０

０７年には123万7,000社，企業全体の97.6％を占めている。

一方，企業規模が大きいほど，またグローバルな資金

調達の需要が高まるほど，ＩＦＲＳを採用するニーズが高

くなる。資金調達活動のグローバル化の度合いは，国内

株式市場における外国人投資家の割合や，台湾企業の海

外市場における上場・起債の状況で評価することができ

る。すでに図表３に示すように，台湾株式市場における

外国人投資家の比率は，1990年の8.5％から2008年には

258％に増加している。

3.1法律および政治環境

法律および政治環境は，台湾で現段階においてIＦＲＳ

を全面的に採用する場合に最も重要な影響を及ぼす要因

であるとされる。台湾の会計基準は，法律および行政命

令よりも地位が低く，会計基準と法律とが抵触した場合，

法律が優先され，場合によっては会計処理方法が法文に

規定されている。台湾にIFRSを採用するならば，まず

法律を改正しなければならない。改正を行う過程で長時

間を費やせば，国際的な変動のスピードに追いつくこと

が困難となる。

また，実務上，税法と財務会計が一致しない現象が存

３３財務諸表利用者の特`性

財務諸表利用者の特性は会計基準の設定に影響を及ぼ

す。一般に，法人または機関投資家は会計基準と実務に

対する要求に一定の影響力を持つといわれている。法人

または機関投資家は，企業に対して財務諸表の透明性と

十分な開示に関する厳格な基準を採用することを要求す

(万社）

１２６

１２４

１２２

１２０

１１８

１１６

１１４

１１２

１１０

１０８

2００３２００４２００５２００６２００７

図１台湾中小企業数の推移

出所：台湾経済部中小企業処『2008中小企業白皮書』

図２台湾株式市場における外国人投資家の比率

出所：台湾證券交易所（http://www・tse・comtw/en/）
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表２台湾市場における投資家別構成比率

１９８０５４１１８２２３１４７

１９９０５１１１９７１８０３４３５１９６７３３

８０

２００１５２０３１１７６０７８２０５８４４１２７００５９

２００２５０７３３９６７０５０８０７８２３１０１１０６７

２００３５０２３０９６２０１０５１５７７８１１５１２９４

２００４４８０３０１５００４１５８１１７５９１１６１６１０９

２００５４５９３０６４７０６１７３０８６８８１３３２４１５５

２００６４２８２９７３９０６２２２０９６８６１１０２３１６２

２００７３９７２９９４２０６２５０６６７３１３０２１７６

２００８３９５３０２４００３２５５０５６１７１４０２３１８

*法人は金融機関、投資信託基金、その他の団体を含む

出所：台湾證券交易所(http://www・tse・comtw/en/）

る。したがって，杜は，企業にとって法人投資家の割合

が高くなるほどIFRSの採用は有益であると主張する。

台湾における投資家別株式保有比率は図表４に示すよ

うに，法人の割合は1990年の国内19.7％，海外5.1％か

ら，2008年には，国内302％，海外25.5％の合計55.7％

にまで増加している。

要とされる。たとえば，「公正価値」概念を会計処理に

導入する目的は迅速に正確な公正価値を開示することに

あるが，会計担当者には財務関連知識が必要とされる。

また，ＩFRSの解釈事例が不十分であり会計担当者には

さらに多くの専門的判断と研究が早急に必要とされる。

したがって，ＩFRSの研究により多くの力を注ぐことが，

IFRSを採用することに繋がっていくと思われる。

杜他［2004］におけるアンケート調査の結果も，会計

担当者にはIFRSを採用するための専門的判断力が不足

しており，ＩFRSとの統一化を促進するためには，教育

訓練と専門知識の補強を持続的に強化していくことが必

要とされる。

以上，杜［2006］の見解に基づき５つの要因を整理し

た結果，台湾においてIFRSを採用する必要性が指摘さ

れる一方で，ＩFRSを採用する上で直面する重要な課題

を示唆しているように思われる。すなわち，企業活動の

グローバル化や外国人投資家比率および法人投資家比率

の増加は，ＩFRS採用の必要』性を高める一方で，台湾で

大多数を占める中小企業にとってその必要性は高いとは

必ずしも言えない。こうした現状においても，今後，Ｉ

FRSのアドプションのためには，法律および政治環境

が整備されるとともに，会計専門教育の一層の強化が急

務とされる。

３．４１FRSの特性

ＩFRSには，その特'性としてアドプションの障害とな

る可能性がある。ＩFRSは持続的に発展するタイプに属

し，新基準の公表や改訂が続々と行われている。台湾の

会計基準第34号『金融商品の会計』を例にとると，２００３

年に公表されてから2006年に正式に適用されるまでの間

にIAS第39号『金融商品：認識および測定』が公表され，

これに合わせるために2005年に再び改訂を行った。

さらにIFRSの解釈事例は十分に詳細とはいえない。

また，国際会計基準委員会（InternationalAccounting

StandardsCommittee：ＩＡＳＣ）は早い段階で公的な基

準解釈のための組織を作らなかったため，台湾における

IFRSの理解の程度が影響を受け，ＩFRSに追随するスピー

ドを遅らせている。

杜は，アンケート調査の結果から，ＩFRSの改訂効率

は台湾の採用意欲に顕著な影響を及ぼすわけではないが，

IＦＲＳ自体の理解可能性は未だ十分ではないため，ＩFRS

に対する理解を強化することが重要な課題であることを

強調している。

４．まとめ

以上，台湾におけるIFRSへの対応について整理・検

討した。

台湾におけるIFRSの導入は，株式市場の対外開放の

３５会計プロフエツシヨンの特｣性

ＩFRSを採用する場合，さらにあらゆる専門知識が必

－５５－

年

株式保有

台湾

個人 法人 政府機関

外国

個人 法人

自社株
買い

株式売買高

台湾 外国

個人 法人 個人 法人

1９８０ 5４．１ 1８２ 2３．１ ４７

1９９０ ５１１ 1９．７ 1８．０ 3．４３ 5.1 9６．７ 3.3

２０００ ５５．４ 2９．７ 6.1 ０．８ ８．０ ８６．１ 1０．３ ００ 3.6

2００１ 52.0 ３１．１ 7.6 ０．７ 8.2 ０．５ 84.4 1２７ 0.0 5.9

2００２ 5０．７ 3３９ 6.7 ０．５ 1０．８ 0.7 ８２．３ 1０．１ 1.0 6.7

2００３ 5０．２ 3０．９ 6.2 ０．７ １０．５ 1.5 7７．８ 1１．５ 1.2 9４

2００４ 48.0 3０．１ 5.0 ０．４ 1５．８ 1.1 7５．９ 1１．６ 1.6 1０．９

2００５ 45.9 3０．６ ４７ 0.6 １７．３ 0.8 6８．８ １３．３ 2.4 １５．５

2００６ 42.8 2９．７ 3.9 ０．６ 2２．２ ０．９ 6８．６ 1１０ 2.3 1６．２

2００７ 3９．７ 2９．９ ４２ ０．６ 2５．１ 0.6 ６７．３ 1３．０ 2.1 １７．６

2００８ 3９．５ 3０．２ ４０ 0.3 2５．５ 0.5 ６１７ 1４．０ 2.3 1８



進行と，台湾企業の海外市場における上場・起債による

資金調達の進行によって回避できない状況にある(7)。

このような状況を背景に，ＦＡＳＣは1990年代後半から

IＦＲＳとのコンバージェンスを目指して会計基準の改訂

や新たな公表を盛んに行ってきた。その後，2008年１０月

から，ＦＳＣはIFRSとのアドプシヨンについて検討し，

2009年５月，アドプシヨンに向けたロードマップ案を公

表した。ロードマップ案によると，2013年から上場企業

および店頭公開企業等に対して，段階的にIFRSに準拠

した財務諸表の作成を義務化するアプローチが提案され

ていた。

ＩFRSのアドプションに際しては，杜［2006］が指摘

したような，法律および政治環境の整備や会計専門教育

をはじめ，さまざまな課題があるであろう。ＩFRSのア

ドプションに関わって会計関連法規がどのように整備さ

れたのか，またIFRSの導入を促進するためのFSCやＡＲ

ＤＦ等の取り組みについては今後の検討課題としたい。

第１巻第２期。

５）飯沼孝壮［1996］「台湾における国際会計基準

（IAS）導入状況」『JICPAジャーナル』第496号。

６）大迫孝史［2009］「アジア・太平洋諸国におけるＩ

FRSへの対応」「企業会計』第61巻第1号。

７）鈴木健嗣・瀬下博之・手嶋宣之［2007］「台湾の金
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12）吉川康之［2004］「貿易投資Ｑ＆Ａ」「交流』第712

号。

13）林慶雲［2006］「会計基準国際的統一に向けた台湾

の対応と諸問題」『名古屋文理大学紀要』第６号。

14）DeloittelASPLUS

http://wwwjasplus・com/country/taiwanhtm
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http://www・twsecomtw/ch/listed/IFRS/aｂｏｕｔ

ｌＦＲＳｐｈｐ

注

(1)本稿では，国際会計基準(InternationalAccounting

Standards：ＩＡＳ）を含めIFRSとする。

(2)コンバージェンスアドプションについては，山田

［2009］pp26-28を参照されたい。

(3)台湾の正式名称は中華民国（RepublicofChina）

であるが，本稿では，台湾という名称を用いている。

(4)証券管理委員会は，2004年７月に財政部から分離独

立し，行政院に直属して金融サービスを一元的に監督

する金融管理監督委員会の証券局（證券期貨局）となっ

た（杜榮瑞2006および鈴木・瀬下・手嶋［2007］）。

(5)ＧＴＳＭは，1994年に組織された中小企業向けの店頭

株取引を統括する非営利法人である（鈴木・瀬下・手

嶋［2007］）。

(6)杜榮瑞教授は国立台湾大学教授であり，2006年当時，

ARDF理事長およびFASC委員

長を兼任されていた。

(7)仲尾次［2007］pp2-3を参照されたい。
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【資料１】台湾会計基準の改訂・新公布（2000年～2008年）

出所：杜榮瑞「台湾與國際會計準則接軌之經験」、『會計」第253号、2006年およびｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ､accounting・orgtw

－５７－

番号 財務会計準則タイトル 改訂・新公布年月

第１号 財務会計概念フレームワーク及び財務諸表の編成

(財務會計観念架構及財務報表之編製）

第２次改訂2002年１０月３１日

第３次改訂2004年１２月３０日

第４次改訂2005年12月２２日

第５次改訂2006年７月２０日

第２号 リース会計基準（祖賃會計虚理準則） 付録改訂2000年１１月２３日

第３号 利息資本化会計基準(利息資本化會計虚理準則） 第２次改訂2001年１月１１日

第５号 長期株式投資会計基準

(長期股權投資會計虚理準則）

第３次改訂2004年12月９日

第４次改訂2005年９月２２日

第５次改訂2005年12月２２日

第７号 連結財務諸表（合併財務報表） 第１次改訂2004年12月９日

第８号 会計変動及び前期損益調整の会計処理

(會計愛動及期前損益調整之會計虚理）

第１次改訂2006年７月２０日

第12号 法人所得税税額控除の会計処理基準(所得税抵減之會計虚理準則） 第１次改訂2001年11月８日

第14号 外貨換算会計処理基準（外幣換算之會計虚理準則） 第１次改訂2005年９月２２日

第１５号 会計方針の開示（會計政策之掲露） 第１次改訂2005年９月２２日

第17号 キャッシュ・フロー計算書（現金流量表） 第１次改訂2005年９月２２日

第18号 年金会計

(退休金會計虚理準則）

第１次改訂2001年２月２２日

第２次改訂2005年９月２２日

第19号 創業期の会計処理基準（創業期間之會計虚理準則） 第１次改訂2002年３月２１日

第22号 法人所得税の会計処理基準（所得税之會計虚理準則） 第２次更新2005年９月２２日

第24号 1株当たり純利益（毎股盈餘） 第１次改訂2001年１１月1日

第25号 企業の合併一パーチエス法の会計処理（企業合併-購買法之會計虚理） 第１次改訂2001年１１月１日

第28号 銀行の財務諸表の開示（銀行財務報表之掲露） 第１次改訂2005年９月２２日

第30号 自己株式の会計処理基準

(庫藏股票之會計虚理準則）

新公布2000年７月７日

付録改訂2001年７月５日

第１次改訂2006年６月２２日

第31号 共同投資の会計処理基準

(合資投資之會虚理準則）

新公布2000年９月７日

第１次改訂2005年９月２２日

第32号 収益認識の会計処理基準

(収入認列之會計虚理準則）

新公布2002年６月１３日

第１次改訂2005年９月２２日

第33号 金融資産の移転及び金融負債の消滅の会計

(金融資産之移轄及負債消滅之會計虚理準則）

新公布2003年５月２２日

第34号 金融商品の会計処理基準

(金融商品之會計虚理準則）

新公布2003年12月２５日

第１次改訂2005年９月２２日

第35号 減損会計処理基準

(資産減損之會計虚理準則）

新公布2004年７月１日

付録改訂2005年12月２２日

第１次改訂2006年７月２０日

第36号 金融商品の表示及び開示（金融商品之表達與掲露） 新公布2005年６月２３日

第37号 無形資産の会計処理基準（無形資産之會計虚理準則） 新公布2006年７月２０日

第38号 売却予定非流動資産および休業部門の会計処理基準

(待出隻非流動資産及停業軍位之會計虚理準則）

新公布2006年11月３０日

第38号 売却予定非流動資産および休業部門の会計処理基準

(待出筈非流動資産及停業軍位之會計虚理準則）

新公布2006年１１月３０日

第39号 株式基礎給付の会計処理基準（股扮基礎給付之會計虚理準則） 新公布2007年８月２３日

第40号 保険契約の会計基準（保険合約之會計虚理準則） 新公布2008年12月４日



【資料２】台湾財務会計基準と国際会計基準との比較

出所：http://www,ardforgtw/html/fａｓ５ｈｔｍ

－５８－

台湾財務会計基準(SFAS)(1984-2006） 国際会計基準（ＩＡＳ/lFRS）（1975-2006）

第１號 財務會計観念架構及財務報表之編製
ＩＡＳ１

ＩＡＳ１６

PresentationofFinancialStatements

Property ＰｌａｎｔａｎｄＥｑｕｉｐｍｅｎｔ

第２號 柤賃會計虚理準則 IＡＳｌ７ Leases

第３號 利息資本化會計虚理準則 ＩＡＳ２３ BorrowingCosts

第５號 長期股權投資會計虚理準則 ＩＡＳ２８ InvestmentsinAssociates

第６號 關係人交易之掲露 ＩＡＳ２４ RelatedPartyDisclosures

第７號 合併財務報表 ＩＡＳ２７ Consolidated,andSeparateFinancial､Statements

第８號 會計愛動及期前損益調整之會計虚理 ＩＡＳ８ AccountingPolicies,ChangesinAccountingEstimatesandErrors

第９號 或有事項及期後事項之虚理準則
ＩＡＳ１０

ＩＡＳ３７

EventsAfter､tｈｅＢｌａｎｃｅＳｈｅｅｔＤａｔｅ

Provisions,ContingentLiabilitiesandContingentAssetes

第１０號 存貨之評債與表達 ＩＡＳ２ Inventories

第11號 長期工程合約之會計虚理準則 ＩＡＳ１１ ConstructionContracts

第12號 所得税抵減之會計虚理準則 未制定

第13號 財務困難債務整理之會計虚理準則 未制定

第14號 外幣換算之會計虚理準則 ＩＡＳ２１ ＴｈｅＥｆｆｅｃｔｓｏｆＣｈａｎｇｅｓｉｎＦｏｒｅｉｇｎＥｘcｈａｎｇｅＲａｔｅｓ

第15號 會計政策之掲露 ＩＡＳ１ PresentationofFinancialStatemeｎｔｓ

第１６號 財務預測編製要鮎 未制定

第１７號 現金流量表 ＩＡＳ７ ＣａｓｈＦｌｏｗｓＳｔａｔｅｍｅｎｔ

第18號 退休金會計虚理準則
ＩＡＳ１９

ＩＡＳ２６

EmployeeBenefits

ＡｃｃｏｕｎｔｉｎｇａｎｄＲｅｐｏｒｔｉｎｇｂｙＲｅｔｉｒｅｍｅｎｔＢｅｎｅｆｉｔＰｌａｎｓ

第19號 創業期間之會計虚理準則 未制定

第20號 部門別財務資訊之掲露
ＩＡＳ１４

IＦＲＳ８

SｅｇｍｅｎｔＲｅｐｏｒｔｉｎｇ

ＯｐｅｒａｔｉｎｇＳｅｇｍｅｎｔｓ

第22號 所得税之會計虚理準則 ＩＡＳ１２ IｎｃｏｍｅＴａｘｅｓ

第23號 期中財務報表之表達及掲露 ＩＡＳ３４ InterimFinancialReporting

第24號 毎股盈餘 ＩＡＳ３３ Ｅａｒｎiｎ9ｓ PerＳｈａｒｅ

第25號 企業合併-購買法之會計虚理 IＦＲＳ３ ＢｕｓｕｎｅｓｓＣｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｓ

第28號 銀行財務報表之掲露
ＩＡＳ３０

IＦＲＳ７

DisclosuresintheFinancialStatementsofBanksandSimilarFinanciallnstitutions

Ｆｉｎａｎｃｉａｌｌｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ：Disclosures

第29號 政府輔助之會計虚理準則 ＩＡＳ２０ AccountingforGovernmentGrantsandDisclosureofGovernmentAssistance

第30號 庫藏股票之會計虚理準則 未制定

第31號 合資投資之會計虚理準則 ＩＡＳ３１ InterestsinJointVentures

第32號 収入認列之會計虚理準則 ＩＡＳ１８ Ｒｅｖｅｎｕｅ

第33號

第34號

金融資産之移韓及負債消滅之會計虚理準則

金融商品之會計虚理準則
ＩＡＳ３９ ＦｉｎａｎｃｉａｌＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ：RecognitionandMeasurement

第35號 資産減損之會計虚理準則 ＩＡＳ３６ IｍｐａｉｒｍｅｎｔｏｆＡｓｓｅｔｓ

第36號 金融商品之表達與掲露
ＩＡＳ３２

IＦＲＳ７

Financiallnstruments：Presentation

Financiallnstruments：Disclosures

第37號 無形資産之會計虚理準則 ＩＡＳ３８ IntangibleAssets

第38號 待出筐非流動資産及停業軍位之會計虚理準則 IＦＲＳ５ Non-CurrentAssetsHeldforSaleandDiscontinuedOperations

第39號 股价基礎給付之會計虚理準則 IＦＲＳ２ Share-basedPayment

第40號 保険合約之會計虚理準則(検討中） IＦＲＳ４ InsuranceContracts

台湾の現状では不要と判断されている ＩＡＳ２９ FinancialReportinginHyperinflationaryEconomies

未制定 ＩＡＳ４０ ＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＰｒｏｐｅｒｔｙ

未制定 ＩＡＳ４１ Agriculture

未制定 IＦＲＳ１ First-timeAdoptionoflnternationalFinancialReportingStandards

未制定 IＦＲＳ６ ＥｘｐｌｏｒａｔｉｏｎｆｏｒａｎｄＥｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆＭineralResources


